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────────────────────────────────────────────

◎議長あいさつ

○議長（菅谷光重君） 皆さん、おはようございます。本日はお世話になります。

例年になく暖かい日が続いていることもありまして、桜の開花があちらこちらで聞かれる

ようになってまいりました。また、卒業式の時期を迎え、議員各位におかれましては、中学

校、幼稚園、そして小学校と、毎日お祝いにはせ参じて大変お忙しい中、本日はご苦労さま

でございます。

ここに、平成21年度第２回臨時会が招集をされましたところ、公私ともご多忙の中、ご参

集を賜わり、開会できますことに対し、厚くお礼を申し上げます。

本日の平成21年第２回臨時会は、付議事件として平成21年度東吾妻町国民宿舎事業会計

予算案が付されております。十分な審議をお願い申し上げまして、開会に当たってのあいさ

つといたします。

なお、前村清議員からは、病気入院中につき欠席届が提出されておりますので、申し添え

ます。

また、本日は傍聴の申し出があり、これを許可いたしました。傍聴される方に申し上げま

すが、傍聴人の心得をお守りの上、静粛に傍聴なさいますようお願いをいたします。

────────────────────────────────────────────

◎町長あいさつ

○議長（菅谷光重君） 開会に当たり、町長のあいさつをお願いいたします。

町長。

（町長 茂木伸一君 登壇）

○町長（茂木伸一君） 改めまして、おはようございます。

平成21年第２回臨時会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

今年度も余すところわずかとなりました。この時期は年度の切りかえなどのために、議員

各位におかれましても非常にご多忙のことと存じます。ご出席を賜わり、御礼を申し上げま

す。

さて、本日の臨時会では、過日閉会いたしました第１回定例会において、東吾妻町国民宿
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舎事業会計の平成20年度補正予算と平成21年度当初予算案が賛成少数で否決をされました。

今回、改めて定例会内での総務常任委員会報告で指摘された事項などを事務方で内容を精

査した中で、新年度の当初予算分の修整予算を編成し、提出をいたします。慎重にご審議の

上、ご議決いただきますようお願いを申し上げまして、開会のあいさつとさせていただきま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

────────────────────────────────────────────

◎開会及び開議の宣告

○議長（菅谷光重君） ただいまより平成21年第２回臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開

きます。

（午前１０時０４分）

────────────────────────────────────────────

◎議事日程の報告

○議長（菅谷光重君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

議事日程に従い、会議を進めてまいります。

────────────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（菅谷光重君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第118条の規定により、11番、中井一寿議員、12番、

上田智議員、13番、橋爪英夫議員を指名いたします。

────────────────────────────────────────────

◎会期の決定

○議長（菅谷光重君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、ご異議あり
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ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（菅谷光重君） 異議なしと認め、会期は本日１日と決定をいたしました。

────────────────────────────────────────────

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（菅谷光重君） 日程第３、議案第１号 平成21年度東吾妻町国民宿舎事業会計予算案

を議題といたします。

提案理由の説明を願います。

町長。

（町長 茂木伸一君 登壇）

○町長（茂木伸一君） 議案第１号 平成21年度東吾妻町国民宿舎事業会計予算案につきまし

て、再度ご審議をいただきたいと思いますので、提案理由の説明を申し上げます。

今回の予算案につきましては、業務予定量を宿泊利用者を１万7,600人として設定をし、

再度検討の上、作成をいたしました。

第３条の収益的収入及び支出の額は、収入支出ともに２億6,978万4,000円、第４条の資

本的収入及び支出については、収入が4,240万円、支出が8,426万1,000円、第７条の他会計

からの補助金につきましては、9,840万円でございます。

詳細につきましては、榛名吾妻荘支配人から説明をさせますので、ご審議の上、ご議決く

ださいますようお願いを申し上げます。

なお、総務常任委員会からの指摘事項で、抜本的な改善を求められておりますが、この件

につきましては、指定管理者制への移行や売却、他目的への転用等を含め検討中でございま

す。４月１日からの機構改革により、スピードアップを図り、早くに議会にご相談をしたい

と考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（菅谷光重君） 続いて、担当課長の説明を願います。

榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 国民宿舎事業会計予算についての説明をさせていただき

ます。

この修正されました再提出いたします予算につきましては、さきの定例会におきまして、
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総務委員会でのご指摘の内容を検討しまして、再度検討した予算でございます。今回改めて

のご提案ということで、大変ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

それでは、予算書とは別に修整箇所を説明しようというので、１枚の資料を作成いたしま

したので、そちらから説明をいたします。

今回の予算につきましては、２点特に注目をしまして改正しております。

その第１点目につきましては、事業量の宿泊利用者を前回１万8,500人としてありました

ところを、900人減の１万7,600人といたしました。この900名の減につきましては、研修利

用者を300人、一般、大人の利用者を600人、それぞれ合わせまして900名ということで、１

万8,500人から900名の減ということでございます。

なお、この900名につきましては、現在今年度の予想を立てております数字よりも8.15％

少ない数字として大人の利用者を設定してございます。これによりまして、利用収益で795

万円の減収となります。宿泊料につきましては459万9,000円、食事料で335万1,000円の減

収となります。

支出におきましては、これらの利用者が減ったことに伴いまして、食事材料費、洗濯料、

またサービス業務や調理業務の委託料につきまして減額をされます。またさらに、収入の減

に対して、変動費の部分で補え切れなかった部分につきましては、消耗品費を300万円、修

繕費を150万円削減いたしまして、収支としては総額では２億6,978万4,000円ということで

作成をいたしました。

第２点目につきましては、資本的収入及び支出、いわゆる４条予算でございますが、こち

らにおける支出の部で建設改良費をゼロといたしました。このゼロといたしました関係で、

660万円の減額でございます。補助金につきましては、この660万円を減額しまして、４条

予算での一般会計補助金としては4,240万円でございます。一番下の欄に他会計繰入金とご

ざいますが、こちらが9,840万円、660万円の減額でのお願いでございます。

なお、建設改良費をゼロとしておりますので、今後発生する建設改良費につきましては、

改めましてまたお願いをする予定でございます。

それでは、予算書の説明を行います。

初めに、２ページをお開きください。

第２条の業務の予定量につきまして、先ほど町長からご説明しましたとおり、宿泊利用者

を１万7,600人と設定をしております。
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３ページをごらんいただきいと思います。

３ページの第７条他会計からの補助金、こちらにつきましては、ただいま説明いたしまし

たとおり、9,840万円をお願いするものでございます。内訳としましては、３条予算に

5,600万円、４条予算に4,240万円でございます。

続いて、５ページをお開きください。

５ページは資金計画でございます。資金計画につきましては、定例会の中で補正予算の否

決をされましたので、その部分につきましては、一時借入金ということで計上させていただ

いております。

また、本年度も借り入れをしなければならない状態になりますので、今年度にも一時借入

金として計上しております。前年度の決算見込額では、一時借入金が2,700万円、当年度の

予算予定額では2,100万円となっております。

続いて、６ページ以降は給与費明細でございますので、ごらんいただきたいと思います。

10ページをお開きいただきたいと思います。

10ページは平成21年度の予定貸借対照表でございます。一番下にございます資産合計と

しましては、９億2,080万3,012円でございます。

11ページの負債の部では、未払い金として約1,500万円、一時借入金として2,100万円を

計上してございます。負債合計が3,603万4,501円でございます。

資本の部では、資本金合計が６億7,800万6,414円、剰余金につきましては、当年度の未

処理欠損金処理が8,653万円ということになりますので、剰余金の合計としまして、２億

676万2,097円でございます。資本合計につきましては、８億8,476万8,511円、負債資本合

計につきましては、資産合計と同額でございます。

続いて、12ページをごらんくださいませ。12ページにつきましては、平成20年度の予定

貸借対照表でございます。こちらでは、13ページの流動負債のところで一時借入金として

2,700万円を計上してございます。

続いて、14ページをお開きください。

平成20年度の予定損益計算書でございます。20年度の損益計算書となりますが、経常損

失としまして、2,000万円の計上でございます。この結果、当年度未処理欠損金の額が一番

下のところになりますが、8,653万2,855円でございます。

15ページからは見積基礎となっております。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いい
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たします。

○議長（菅谷光重君） 説明が終わりました。

質疑を行います。

16番、加部議員。

○１６番（加部 浩君） ずっと私もこれに関しては質問しておりますけれども、改めて再三

質問をいたします。

去年のちょうどこの時期、町長が言ったことは、これ何度も私言ってますが、ことし中に

は何とか目安はつけたいと。遅くも年度末には指定管理者にするか売却するかどうするかと

いう方向づけはしたいということをおっしゃってくれました。それを信じてずって来てたん

ですけれども、こういう予算が定例会で出てきたので、私は話が違うということでこれは賛

成はできなかったんです。

しかし、この問題、私はそれを町長がそういうことをちゃんと本会議の場でおっしゃった

こと、それを回答が何もなされていないんです。確かに今、指定管理者に移行するとか云々

とかということは言いましたけれども、去年のように、じゃそれをいつやるか、いつどうす

るかというものは全く示されていない、去年そういうふうに示しておいて何もしなかったと

いうことになると、幾らそれを言われてもそれは信用できないということになりますので、

その辺のところを町長どう考えているか、再度お聞きいたします。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 昨年申し上げた中でいろいろ状況が変わったということが１つござい

ますので、これは弁解がましくなりますが、機構改革の中で企画の中にこの事業等々を取り

組んだ中で、全体的に変えていくんだというのが私の一番の理想とするところでございまし

た。そんな中で、その機構改革が果たせなかったというところが１点ございます。

以上でございます。

○議長（菅谷光重君） 16番、加部議員。

○１６番（加部 浩君） 機構改革を言っておりますが、機構改革というものも確かにこの議

会にも出てきました。それでよろしいでしょうということで一応通っているはずです。これ

毎月かいつやるか、４月１日からやるんでしょうけれども、ですからその辺がチャンスなん

じゃないですか。機構改革というものはこういうものをどうするか、中の要員を異動させる、

変えろとは言いません、私は異動させると言います。それだけじゃなくて、こういうことを

どうするかというのが一番の機構改革になるんじゃないですか。役場の中の事務職員を異動
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させただけでは機構改革じゃないと私は思うんですよ。その機構改革でこれが出なかった、

出せなかったということで、後でどういうふうにするんですか。それを私は全くうなづけな

いんですよ。

ですから、ことしはできなかったと、いろいろあった、町長になれば忙しいでしょうから

いろいろあるでしょうから、私どもと違いますから、できないということはやむを得ないこ

ともあると思う。ただ、そういうものはちゃんと言ってもらって、10月１日なり私の任期中

にはこれは必ず何とか方向性を示しますから頼むというならまだわかる、ただぼやして、い

つもぼやしぼやしでずっと我々はだまされているという感じで私は受けとめちゃうんです。

町長の言い方は今までずっとこの３年間、町長と議員として付き合ってきた中で、ずっとそ

の３年間言い方は同じスタイルじゃないですか。それで何も私から言わせれば何もできなか

ったんじゃないですかと言いたいんですよ。ですから、これもそう言ってもできないんじゃ

ないかということで私はあえて言わせてもらうんです。

多分、私がこんなこと言えば町長腹立たしく思うかもしれませんけれども、私なんかはも

っと腹立たしいんです。町のこと、町民のことを考えれば、もっと腹立たしいんです。町長

のやり方がもっと腹立たしいんですよ。ですから、その辺のところをどんなあれでもいいで

すから、コメントをお願いいたします。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 私が先ほど申し上げた機構改革というのは、昨年７月に皆様方にご提

案を申し上げた機構改革のことでございまして、企画課の中で吾妻荘にしても温泉センター

にしても考えていこうというところで、先ほど弁解をさせていただきました。確かに、ただ

これでようやく職員の数も随分減ってきております。加部議員がご指摘のように、ずるずる

としていたのかもしれません。

ただ私は前々から申しているような総人件費論ということはやはり捨て切れないというと

ころはございます。だからずるずるしていたというわけではないですけれども、その辺のと

ころだけはおわかりいただきたいと思います。単純な指定管理という形でやれば、借入金返

済の１億500万、それから大規模修繕等々についてはこの町で持たなければならない。でも

今のところは借入金返済の分につきましては、利益という形で計上ができないので、一般会

計からの繰り入れをお願いせざるを得ないわけですけれども、職員の人件費については、ざ

っと2,000万円ぐらいのところは吾妻荘の中で収入を得ているということでございますので、

指定管理ということだけを検討したのでは、１億500万プラス大規模修整、そういったもの
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が経費として当然出て行くという形になると思ってしまいますので、なかなか検討も難しか

ったのかなというふうに思っています。

ただ、いずれにいたしましても、４月１日からの事業課、そして企画課、役場全体の中で

考えていくということは、ここで改めてお約束を申し上げますので、その辺のところはご理

解いただけたらと思います。

○議長（菅谷光重君） 16番、加部議員。

○１６番（加部 浩君） 前段は私の考えを町長にぶつけまして、町長からいただきます。こ

れからは実践に入って、実際の話、現実的な話にしていきたいと思いますけれども、町長は

これ、町長と町というんじゃなくて、町長は社長でこれをやっていた場合、この吾妻荘をま

だやっていきますか。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 吾妻荘というもの、全くの民間企業としてはやはりとらえられません。

これは皆様方からお預かりしたお金というもので運営しているものだということでございま

すので、これは例えば売却にしてもその金額は問題でしょうし、社長だとしたらやっていく

かということでなく、逆に町長としてどう考えるかという形でしたら、本来の今の時代にお

いてはこの役場としての仕事は終わっているんだろうと思います。

ただ、いまだもってまだ借入金が６億3,000万円残っております。この６億3,000万円、

やめるにしても売るにしても、どのような形態にするにしてもこれは借入金の返済というの

はつきものでございます。借入金の返済が終われば、新しい目的に転用ができるであるとか、

そういった形でまだあの建物に対して可能性は私は持っております。ですので、軽々に売却

というわけにもいかないでしょうし、それはちゃんとした資産価値で売れるものでしたらそ

れはそれでよろしいんですが、進むも引くも、非常に難しいものなんだろうと考えておりま

す。

○議長（菅谷光重君） 16番、加部議員。

○１６番（加部 浩君） 小学生の感じから言いますと、これ歴然としているんです。難しい

ことは全然要りません。昨年度の吾妻荘の場合を見ます。確かに、借入金の返済が１億500

万、それが不足金、一般会計からまだ入るとは限りませんけれども、一般会計から全部入れ

た場合は１億2,000万ですか、１億2,000万としても1,500万は余分にかかっているわけです。

だから全くこれを閉鎖しちゃって、黙って１億500万ずつずっと返済していっていれば、単

純計算ですよ、1,500万は使わなくても済むんです。これは小学生的な発想になって考えて
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いる。

また、大人の考えでいけば、町長、多分これは職員を２名置いていくと、それをここに持

ってくればそれを以上のあれになるんじゃないかということはこれは出ると思いますけれど

も、それはさておいて、本当に単純計算でいけばそういうことになるんですね。ですから、

私どもはその辺のところはよくわかりますけれども、一般の町民にしてみれば、ただそれじ

ゃ1,500万、2,000万というものをだれに払っているんだということになれば、私データき

ょう持ってこなかったんですけれども、１割に満たないんですね。町内の利用者が。だから

１割も満たない人の、それ以外はよその町村の人にそれを血税を払っているわけですよ。

だからそういうあれがありますので、これは私は１日も早く閉鎖、もしくは閉鎖ができな

いんだったら指定管理者なり、やり手があったらそれを無償で貸すと。今のいわびつみたい

に無償で貸して、もし黒字が出たら黒字の半分は町へ入れてくださいよと。そのかわり欠損

が出た場合は面倒見ませんよというようなやり方は幾らでもあると思うんですね。その辺の

ところを町長、本当にちょっと真剣に考えて自分の懐が痛むんだということを考えて、どう

ですか。下半期からはそういうことにするという決意は出ないですか。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君）その辺のところは十分に考えております。20年度定年で退職をする職員

が６人、21年度たしか２人であったと思うんですが、ようやくその辺のところで、先ほど加

部委員がおっしゃった1,500万のタラズメ、職員人件費を１名800万と基本的に見ておりま

すので、それは戻ってきて何とかなるという数字にもちゃんと当てはまりもします。ただま

だまだいろんな形の中で行政のスリム化というのは図らなきゃいけないというのは当然なん

ですけれども、そういったようなところで先ほども提案理由の中で申し上げたように、検討

がなかなか思うように進まない、それを４月１日からスピードアップをして、そして６月ぐ

らいには相談はできるのかな。ただそんなことを言っているとあっという間に８月、９月で

すから、ただ議員がご提案のように、下半期という形ですと、ちょうどこういったホテルと

いうか国民宿舎の営業としては一番冬のシーズン、一番売り上げが落ちるシーズンになって

きますので、その後になると指定管理者制度であれ、なかなか時期としては難しいなという

のは今現在もう既に考えてはおります。

ですので、やはり年度という形になるのではなかろうかと、その間にいろいろなデータを

そろえて売却、それから借入金を返済した上での他目的への転用、それも含めた中でせっか

くのあの建物、あの立地条件ですので、町民の資産としてうまく使えるようなことを長い目
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で考えていただけたらと今は考えております。

○議長（菅谷光重君） 16番、加部議員。

○１６番（加部 浩君） これは町の行政、そういうものはある部分においては長い目で見な

くちゃならない部分がたくさんあると思うんですけれども、こういうものも先がわかってい

ることですよ、これ。これを長い目で見てたんじゃ、これもうどうしようもないと思うんで

すね。そういう言い方をされちゃうと、私もこれをさて、じゃいいですか、どんなに頼まれ

たとしてもこれをようがすというわけにはいかなくなってしまうんです。

私も別に町長が云々とかそういうんじゃなくて、町のためにそういうふうにした方がいい

と思って町長とやり合っているんですけれども、町長もう少し町のものを預かっている最高

責任者だという責任感というものが私には伝わってこないんですよ。もうちょっと町長、何

とかこれ考える方法はないんですかね。長期に考えるなんて言ってたんじゃ、いつになるか

わかりませんよ、これ。本当に町長、町長と言わないで町長さんといいます。お願いする方

になっちゃうんだから。頼みますよ、本当に。本当に頼みますよ。何かあったら、なければ

結構です。なければ私これで終わりますけれども、何かあったらコメントをお願いします。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 長い目でと申し上げているのは、先ほど加部議員が休みにしてしまえ

ばいい、１億500万だけは払い続ければ６年間でそれでよろしいんではないかということを

おっしゃっていたからです。休んだらあの建物は即だめになるという、そういう形だと思い

ます。ですので、６年たったらほかの目的に転用ができるのかもしれないけれども、そのと

きには建物としてはほとんど意味がなくなるのではないかということでの意味です。

そういった意味で、他目的に転用するにしてもしないにしても、やはり長いスパンで考え

ないといけないということだけあると思うんですよ。ですから、検討するのはすぐしますと。

それは先ほど申し上げました。信じられないかもしれませんが、それは検討するというのは

すぐにということで申し上げました。

それと、その検討するにしても長いスパンで考えた中で考えていただけないかと、目先だ

けということでなく、長い目で今のことを考えていただきたい、それが町の資産である吾妻

荘の建物だと考えておるということで、その辺のところはぜひとも誤解なさらないでいただ

きたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○議長（菅谷光重君） 16番、加部議員。

○１６番（加部 浩君） これで私は立つのは最後にしますけれども、立つのは最後にします
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けれども、吾妻荘、これ昨年ぐらいまで私は支配人さんを入れれば何とかなるかなと思って

一生懸命むちを入れたことは確かです。しかし、今はこれ、どうあそこの職員にどうむちを

入れてもこれはどうにもなりません。執行部の人、執行部が早く決断をしてやるならやるよ

うな方法もあると思うんですよ。町長にもふだんから私言っておりますからいろいろわかる

と思いますけれども、早く執行部はこれは決断をして、さもなければ今度また吾妻荘の支配

人がかわるような感じですけれども、吾妻荘へ辞令をもらう人はかわいそうですよ。本当に。

一日も早い決断を望みまして、私は質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。

○議長（菅谷光重君） コメントはいいですか。

○１６番（加部 浩君） はい、いいです。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） 前回総務委員会での判断がという部分でお話がありましたので、委員

会の立場も踏まえてちょっとお聞きしておきたいと思いますが、きょうこれがある意味直さ

れたのが出たということは、前回総総務委員会で指摘したことについては言っていることは

妥当だという判断のもとに修正をかけてきたという理解でよろしいのでしょうか。だれに聞

けばいいんですか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○８番（一場明夫君） ちょっと待ってください。町長の方がいいと思います。基本的な判断

ですから。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） はい、総務委員会のご意見を尊重したということでございます。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君）わかりました。それを前提にということで、総務委員会では、私が報告

したのがここにありますけれども、先ほど同僚議員が言われたように、現在の経営形態と営

業体制では、支配人を初め現場のスタッフの努力だけではどうにもならない状況にあること

を、まず管理者である町長がしっかり認識する必要がありますというこの前提条件のもとに、

多分同僚議員はこういったものがもう現場の努力というか、支配人が幾ら努力するといって

も無理な状況だというのを踏まえて言ったんだと思いますけれども、こういう前提条件のも

とに、私たちが言ったのは再度現状分析を的確にした上で、町からの補助金も今年度の当初
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予算程度の額を設定し、早急に指定管理者制度等の導入により、収入の範囲内で経費を行う

現実型の予算を策定し、再度提出してもらうことが適当だろうと判断したというふうに申し

上げたんですが、それのもとに今回出されたという認識でよろしいですか。これも町長に最

初に確認しておきたいと思います。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 提案理由の説明の中で申し上げましたが、抜本的な改善をということ

で求められたと認識をしておりました。それにつきましては、この予算の中にはまだ反映は

されておりません。そこまでは先ほども申したように、いろいろな検討ということで時間が

かかる、ですので、その検討をするという前提の中でこの予算でお世話になりたいというこ

とです。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） ということは、ある意味、そういうものに対応できる予算でなくつく

ってあるということを今おっしゃったんだと思いますけれども、そうなるとやはり私たちの

判断がという面では非常にこのままいいですよということはいいにくいという部分がでてき

ます。それはそれで皆さんが判断していただくことなのでいいと思いますけれども、それを

じゃ前提にちょっとお聞きしたいんですが、これはさっき支配人が話ししたんでいいと思い

ますが、建設改良の資金についてはまた補正でというようなお話があったんですが、後で補

正で補助金をもらうという意味にも聞こえたんですが、その辺の解釈はどのくらいで、補助

金だとしたらどのくらい予定しているとかも含めてちょっと話をしていただけますか、支配

人。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 建設改良費につきましては、町の財産になっているとい

うことで、今審議の中で指定管理者制度のお話も出てきておりますが、仮に指定管理者制度

を導入した場合でも、その業者が修繕をする者とは別に固定資産として購入をしなければな

らないものが出てくると思います。そういった場合には、仮に指定管理者制度を導入して業

者に管理委託をしたとしても、固定資産については改めてお願いをしていかなければならな

い事項だと思っております。

今回のこの修整しました中で建設改良費をゼロにしたということについては、現在のとこ

ろでは新たに購入するもの、あるいは建物をまた改築等する予定はございませんので、ゼロ

ということで出しております。こちらは４条予算ですので、固定資産の突発的な、例えば洗
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浄機が壊れて修繕にも50万かかる、購入にも50万かかるというふうな、そういったような

ことも出てくる場合がございます。今までもそういった形で修理をした方がいいか、購入を

した方がいいかというような判断をしてきているわけですが、そういった中で、購入の方が

適当だということになれば、その時点で固定資産の保留という形ではしてまいりました。今

回お願いしておりますのは、その部分については全く改めてこういうものを購入したいとい

うようなことをご提案をしていきたいと思っています。

今、ご質問の中で補助金についてどうするかというご質問がありましたが、そこまではま

だその場の経営状況もあると思いますが、今の段階ではそこまでちょっとお答えできない状

況でございます。建設改良費のゼロということにつきましては、新たに発生した購入、ある

いは施設整備につきましては、その都度お願いをしてそこでご判断をいただきたいというふ

うに考えております。

以上です。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） ちょっとはっきり言っていただかなくてわからないんですけれども、

少なくも、新年度では建設改良資金に必要なものはないという解釈の答弁だったような気が

するんですが、それでいいんですか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 現在の段階で、最初の定例会に提出した予算の中では考

えていたんですが、今回ご提案している予算の中では現時点ではないということでございま

す。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） わかりました。じゃ不測の事態が起きない限りはないという答弁で理

解していいと思いますので。

それでは、ちょっと具体的なものを幾つか聞きたいんですが、町長は管理者の立場もある

のでちょっと微妙なところがあるので、あとで最後に聞きたいと思いますが、先ほど私も言

ったように、支配人の段階ではなかなか難しい状況に来ているんだろうというのは私もその

とおりです。この予算をつくったわけですけれども、それを当然査定、副町長されているん

だと思いますが、その辺の前提でちょっとお聞きしたいんですが、副町長、これ前年の実績

を見て、本当にこの予算で１年間賄える予算として納得して組んでいただけましたか。

○議長（菅谷光重君） 副町長。
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○副町長（関口博義君） 現状に合わせた形での予算編成というふうに私は認識しております。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） 現状に合わせたということですと、当然実績をベースにということだ

と思いますが、私も細かいデータがないのでよくわかりませんが、多分これを見ますと、こ

の修整の説明資料を見ただけでも大体わかるんですが、営業収益というのはある意味ことし

の実績に合うように押さえたんだと思います。これは多分現状に合っているんだと思います。

ただどのくらい去年から減るかどうかという部分については、微妙なところがあるので、

さらにこれ以上収益が減る可能性は高いというふうに、前の支配人が認識していたので、あ

るのかなと思いますが、それは前の予算のときのですから、一概には言えないと思いますが、

仮にこれが実績でこれだけ入ると仮定しましょう。当然それに見合わせて収益の方ではここ

で既に2,000万の補助金が削られていますから、5,600万になっていますから、そういう中

で事実上多分2,000万円近くのものがここでおったんだと思います。収益の方で。実際、支

出の方でこの数字が書いてありますが、私が支配人の説明を受けた範囲でいくと、今年20年

度の最終的な見込みは、宿舎修繕費２億八百幾万とありますけれども、これが２億2,922万

6,000円ぐらいになるだろうというふうな数字を総務委員会で示されているんですよ。

そういうふうに考えると、実際にはこれ数字が小さくつくってありますけれども、本当の

ところそれで足りるかというものが私たちに積算資料がなくて伝わってこないんですけれど

も、当然積算資料を見た中で査定したんですけれども、間違いなくここまで支出が落とせま

すか。副町長。

○議長（菅谷光重君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 間違いなく落とせるかどうかということは、それは確かにそういう

答えは難しいと思います。しかしながら、今回の予算の任で一番大変だというのは、経済動

向等を踏まえまして、予想以上の環境変化ということですね。その中でも過去の実績を参考

にせざるを得ない、そこによりどころを得ないということで、先ほど申し上げましたように、

現状に合わせた予算というふうに組まざるを得なかったというふうには思っております。

そういう意味で、今言われました部分に関しても、その範囲内でというふうな考えだと思

っております。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○議長（菅谷光重君） ある意味、とらえ方を変えると、許容の範囲で予算を組んだんだと言

っているようにも聞こえなくはないんですけれども、そんなことは多分ないでしょう。でも、
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私たちに示していただきたいのは、ことし実際に２億2,900万かかったのが、実際に２億こ

れが800万ですか。という、できるその根拠をここでちょっと副町長示していただけますか。

それがわかれば、この予算が適切だというのが私も理解できますので、それだけぜひお願い

したいんですか。ここがこういうふうに減るからこうだよというのが。

○議長（菅谷光重君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 今、的確な根拠というふうに問われたわけですけれども、ご承知の

とおり減らした減収ということも含めました場合の算定の中で、当然売り上げが減りますと

仕入れ部分も減る、経費も減るということで変動費という形で減らしているわけですけれど

も、固定費の部分というのは非常にそこはしにくいという中での振りかえといいますか、そ

ういう発想のもとに出した数字というふうに私は認識しております。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） 説明をそういうふうにされてもよくわからないですね。正直いって。

自分でもよくわからないと思いますけれども。何で赤字が出ているかということはおわかり

いただけると思うんですけれども、幾ら努力しても固定経費的なものは削れないところ、そ

の体制でもう削れないんですよ。それをどうしても支出しなくちゃならないから収入の範囲

の中でできなくなって赤字が出てくるんですよ。施設もいい施設ができていればそれだけ維

持費がかかる、それがもう削れるところまで削ってあればもう削れなくなるんですよ。人件

費も人の配置がしてあれば、一定の金額の条件によって給料払えますから、それは削れない

んですよ。

だから去年やってみて、2,700万でしたっけ、2,000万円以上の金が足りなくなっている

わけでしょう。そういうものをきちっと明確にここで示してくださいと私が今副町長に言っ

ているんです。副町長は査定をしたんですから、その根拠数字全部持っていると思いますの

で、私は聞いたんですけれども。答えられなければ答えないでもいいんですけれども、もう

一度それだけ査定をした、これでいいと判断したんですから、きちっと答えていただけませ

んかね。

○議長（菅谷光重君） 副町長。

○副町長（関口博義君） 先ほどから繰り返しになりますけれども、予算の細かい部分の数字

等は担当の方で組んでおりますし、その考え方、方針、それが理解できる範囲内の部分であ

れば私はそれが現状に合った予算方針ということで考えておりますので、今言われた意味合

いでの細かい査定云々ということに関して、今現実にここでちょっとお示しすることはでき
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ませんので、ひとつご了解いただきたいと思っております。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） いつまでもやってもしようがないので、余りやりませんけれども、要

は積算基礎が適正かどうかという判断ができればみんなが判断できるんですよ。これ見ます

と、修整前と修整後という比較なんですよ。これだと去年の実績だとかも踏まえて比較がで

きないんですよ、実際に。全く比較の対象が、前に否決された申請前の予算案が右側に書い

てあって、左側に書いてあるんですよね。だから幾らそれより減らしたというのがわかるん

です、たしか。でも実際にそれで回るかという判断は、去年の実績だとかそういうデータが

あれば私たちはすぐわかるんですけれども、そういうものの比較表出ないからちょっとはか

りづらいんです、だからそれを求めたんです。でも、答えられないということですから、そ

れでいいと思います。

そんなところで、このままでは私も正直言って理解できないんですが。このままもしこれ

が仮に否決されると、暫定予算を組むという話になるのかなと思いますが、それはそれで仕

方ないかなと思いますが、先ほど同僚議員も言ってましたけれども、問題は管理者で町長が

言っているように、早急にやるということであれば、この予算書そのものが後半からは組み

かえた予算で当然上がってきているはずだと私は思ったんです。きのう議会運営委員会でそ

ういうことはなかったって副町長言っていたので、あえてきょうは副町長に聞いたんですが、

そういうふうに考えると、総務委員会で言ったこととかは余り考慮されないで、結局年間の

予算を組んで再修整したものが出てきたというふうに理解をせざるを得なくなるんですけれ

ども、多分そういうことだと思いますが、ただ私、もう１つだけ言いたいのは、もうこれは

細かい内容はもういいです。意味はわかりましたので、大体。

実際にこれでやってみたら多分数千万の桁で足りなくなる可能性が高いというふうに理解

せざるを得ないということになるのかなと思いますが、それはこれからの経営努力でできる

かもしれません。それはまだやってないんでわからないですから。ただ、私がきのうたまた

ま機構改革をして、何か内示するんだというので資料をいただいたんですが、最終的に４月

から事業課等もつくって、事業課長が置かれて、それで吾妻荘とかそれぞれの施設ごとに次

長級の人がついてやるということになっていますけれども、それを現場にみんな職員を張り

つけるようにあれだと理解できると思いますが、私の事業課のイメージというのは、少なく

も事業課の中で課長とか何人かのスタッフがいて、これからその事業をどういう運営をして

いくかというものがきちっと論議できる場がないと、なかなか機能が果たせないんじゃない



－19－

かなと思いますが、全くそういうふうな感じには受け取れませんでした。

ということは、やはりなるべく早くと管理者である町長が言っていますけれども、実際に

はそれがやはりすぐに行動に移ることというのはちょっとあり得ないだろうというふうな理

解になってしまうんですが、その事業課の関係も含めて、これから本当に多分この予算が組

んであるんじゃ年度内にはない、来年度内にはないということだと思いますけれども、本当

にどの程度真剣に抜本的な改革、民間の委託も含めてやるつもりであるかだけ最後にちょっ

と町長にお聞かせいただきたいんですが。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 先ほども申し上げたとおりでございます。やはりそこまでのことをや

るための時間は我々は持てませんでした。予算をそのように編成していくという、例えば売

却、例えば転用、例えば指定管理という、そういう選択肢はまだまだあるわけです。それの

十分な検討をなさないまま、今年度後半からどのようにしていくか。例えば、半年やる、夏

場まで商売していれば、そこで例えば仕事をしないということになると、これ多少は残ると

思いますね。冬場のところが非常に厳しいわけですから、でもそんなことは長いスパンで考

えればとてもできません。

例えば予算が否決された。じゃ吾妻荘を４月から休みにするのかということになったら、

もうこれは吾妻荘、国民宿舎としては立ち直れないという考えでおります。何としてでもま

ずは動かさせていただきたいと思っております。それがなければ、その後のことも非常に考

えにくくなるのではないかと思っておりますので、ぜひともご検討をお願いしたいと思いま

す。

○議長（菅谷光重君） 質疑の途中でございますが、ここで休憩をとります。

再開を11時10分といたします。

（午前１０時５９分）

────────────────────────────────────────────

○議長（菅谷光重君） ただいまより再開をいたします。

（午前１１時１０分）

────────────────────────────────────────────
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○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） 先ほど町長の答弁あったんですけれども、何か途中で間があいたんで

余りよく覚えてないんですが、ただ言えることは、先ほど同僚議員にも言いましたけれども、

会社である町長は今年度内に方向を出しますっていうのが議会に対して考え方を示したんだ

と思うんです。私もそういうふうに理解していますし、議事録も多分そういうふうなものが

残っていると思います。だから新年度からはやってほしいと、これにみんな期待していたん

ですね。そういうものを期待して昨年度の予算もかなり難しいだろうというのはわかってい

たんですけれども、可決された経緯があるんだと思います。６月だったですか。たしかそう

ですよね。だからそれが守られなくてそういうふうに組んでない予算でということになると、

町長が幾ら説明していただいても私はとても理解できないんですよ。それが１点ですね。

それと、町長、今言ったように、ここで否決されて４月から運営できないというふうな言

い方をしましたけれども、それは全く違うと思いますので、去年もそうだと思いますけれど

も、６月まで暫定予算を組んで多分やられたと思います。その方法しか、もしこれが否決さ

れたらないと思いますけれども、まだ議会をやるチャンスはあると思いますけれども。そう

いうふうにここで否決されるとそうだよというふうな言い方はされない方がいいかなと思い

ます。それは私正直言って、そういわれると辛いと思いますので。

私たち総務委員会は何でこういう判断をしているかというと、ちょっと皆さんから見れば

非情に見えるのかもしれません。でも町長もはっきり示しているように、もう町としてのあ

る意味目的は達成された施設だということははっきり自分でもおっしゃっています、議会で。

だからそういうことを考えると、行財政改革、財政的に豊かでない状況を考えると、まず最

初に取り組むべきということで、あえてきちっとした健全運営にできるだけ持っていってほ

しいということで考えているわけですよ。それがいつまでもいつまでも先送りしてきたから

否決だとかそういうことになってきたんだと思います。

私たち総務委員会だって、この議会の皆さんが仮に否決するんだって忍びないですよ。支

配人が一生懸命努力しているんだと思います。町民だって利用してくれているんですよ。で

も結果が出ない、それはさっき私が言いましたように、先ほど言ったような前提条件の中で

はもう限界に来ているんです。その判断を町長がされないで、よく組んだ予算でありますの

で、そういう意味では私はあえて非情になってでも、先ほど副町長が何人か説明を受けまし

たけれども、全くこれでいいという理解はできませんので、これを可決するという判断はで
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きませんけれども、そういったことをきちっとやっていただくということが口だけではなく

て示されない限り、皆さんも納得できないと思います。それはこの予算にそれを実行するこ

とだったと思うんです。それが入ってないということですから、それは難しいんだと、そう

いう判断をせざるを得ないと思うんです。もう答弁は結構ですから、多分同じ回答が来ると

思いますので。

以上で私の質問を終わります。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（菅谷光重君） 答弁結構だって。答弁とは関係なく。

○町長（茂木伸一君） 誤解があるようなのでぜひともお伝えをしたいと思います。

４月から休まざるを得ないという、そういう話はしておりません。先ほど来、要するにこ

の施設を休みにしてしまうかとかという話もございました。そんな中でいろいろな検討の中

では４月からの閉鎖というのも一つの考えという形での検討はそれはしました。でも４月か

ら休むということになると、これで再起は不能だと、国民宿舎としての再起は不能だという

結論に至ったということを申し上げただけでございますので、休みにするという意思はない

ということを申し上げたというふうに私はとらえて申し上げました。

○議長（菅谷光重君） ８番、一場議員。

○８番（一場明夫君） 答弁要らないと言っているのに、それにあえて言ったんでありますが、

私も４月から休むなんてことは一切も言ってませんし、総務委員会もそんなことを全く言っ

てません。ただ行革の委員会では早急に指定管理者制度等を導入して民間に任せる、それと

並行して売却等も含めて検討していくというものが出ているというのは、私も委員ですから

記憶にありますけれども、私は全くそんなことを言ったつもりはありません。

たださっき４月からの吾妻荘の運営そのものがこれで否決されると難しくなるような発言

というか、町長があったんで、そんなことはないでしょうということを言っただけですから、

４月から休むなんて私も言ってませんので、それだけはご理解いただきたいと思います。

以上です。本当にもう結構です。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

４番、青柳議員。

○４番（青柳はるみ君） 町長が検討していますとおっしゃいましたけれども、ここのやりと

りでなくて、検討委員会というものがあるんでしょうか。有識者、吾妻荘、各施設の利用者
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で行政と、そういうチームで話し合っていただいて、それで私は判断したいと思っておりま

すが、そういうのがあるんでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 申しわけございません。今現在はできておりません。ただ、やはりそ

ういった町民のコンセンサスを得るということも当然こういった重大な事件でございますの

で、それは得なければいけないと考えております。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） この予算についてお聞きしますが、15ページ、16ページのあたり

で損益計算書が提示されているんですが、すみません、予想損益計算書ですね。まず総論か

ら、なぜこういった記帳が必要なのか、どういった概念をお持ちですか、伺わせてください。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 20年度の予定損益計算書でございますけれども、公営企

業の事務の中に予算に関する説明書ということで、前年度の予定損益計算書及び予定貸借対

照表をあわせて提出しなければならないこととされているということがございますので、提

出してございます。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 質問の意味がわかってないようです。私の質問の仕方が悪かったか

もしれません。重ねて伺います。なぜ記帳が必要なんでしょう。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 予算の審議の際、必要だからということだと思っており

ます。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） そういう感覚で記帳していたわけですね。だから経営改善というと

ころに視点が行かないかと思うんです。私たち子どものころ、簿記を習った段階で、その概

念は今も私の中にあるんですが、経営分析のために記帳するんだ、これが大原則であります。

そういった概念をお持ちでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） こちらにつきましては、予算に関する説明書の中の必要

書類ということでございまして、町が予算を議会に提出する際には、予算の審議の利便に供
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するために予算に関する説明書ということで提出することとなっております。それに基づき

まして提出してございます。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） まだ質問の意味がわかってないようです。詳細に聞きます、そうし

ますと。

食事の料金7,400万円ほど計上されていますが、この原価率は何％で抑えていますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 食事料収入に対して40％でございます。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 適正というのは何％と言われていますでしょう。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 適正なパーセントというのはちょっと承知してございま

せん。昨年の予算の中でも40％ということでお願いをしてございます。特に、国民宿舎にお

いて適正な食事材料費率について示されてはいないと承知しております。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 私のつたない知識ですと、こういった業界においては３分の１が限

度、できたら30％、これが原価率の正しい抑え方です。微妙にここが高くなると収益圧迫す

る、また低くなると客離れが起きる。30以上33未満のところで抑える、ここが微妙なライ

ンだと言われています。支配人たるもの、そういった知識があるかと思って。ちなみに、売

店まで含めた、種類も含めますと、種類が利幅が大きいので、こういった利用収益に対して

原価率はどのくらいになっていますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 売店の関係だと思いますが、現在、全体的には65％ぐら

いでやっているかと思いますが、こちらの数字からは今はじいたわけではございませんで。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 売店収入を入れると73％が原価率になっています。それから利用収

益に対して経費をどの程度に案分していくか、そういった概念のもとに１年間の予算を立て、

予算を割り振る、そういったことがまず重要かと思いますが、各会計科目別とは言いません。

そうですね、どういうふうに言いましょうか。人件費相当、設備費相当、それとこの直接材

料費相当、あるいは間接経費、燃料費等とも含めて、そういった割り振りはどういう概念で
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抑えていますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 支出につきまして利用者から割り出す部分では、例えば

食事材料費、クリーニング代、委託料などがございます。変動費的な部分で約40％余りにな

るかと思いますが、それ以外につきましては、人件費、あるいは燃料費につきましても、年

間の燃料費は利用者の人数によってはそう大きく変動しませんので、実績に応じて算出して

ございます。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） この予算書で見ますと、利用収益そのものが１億8,700万円、これ

に対して多くの場合に設備費が、これは３分の１、この中に金利を含めるかどうかの部分は

あると思います。人件費相当が３分の１、材料費が３分の１、この材料費の中に厨房で使う

ところの光熱費まで入るかどうか、そういったきめの細かい資産に基づいて経営戦略を立て

る、同業他社がどういう形でこれをやっているか、それも学ぶように言ったでしょう。その

中で、特色を出すのは設備費にお金をかけて豪華さで売るのか、材料費にお金をかけて食事

の豪華さで売るのか、いろいろとそれぞれにみんな特色のある経営をしているんだと思いま

す。吾妻荘はどこに特徴があってこれをどこに重点配分してやっているんでしょうか、伺っ

てみます。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 吾妻荘としましては、建物の建設が大きなウエイトを占

めております。減価償却費につきましては、一般の中旅館の分類に吾妻荘が入りますが、こ

の一般中旅館につきましては、減価償却費は約７％か８％ぐらいだと思います。吾妻荘につ

きましては、18％以上になっているかと思いますが、そういった部分では建物については一

般の中旅館よりも設備の部分で豪華な設備ということで、特に展望ぶろなどは吾妻荘のセー

ルスポイントになっております。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） そうしますと、吾妻荘の経営のポイントは豪華な設備が売り物なん

だと、そんな答弁いただきましたが、そうすると、こういったサービス産業においといて、

内装費の法定減価償却年数は何年になっているか教えてください。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 申しわけございませんが、ただいまちょっと承知してご
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ざいません。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 税を納める側じゃないから個別にそういった概念がないのかもしれ

ないんでしょうけれども、でもこういった旅館業に対して、建物本体と内装工事費を別途に

計上して、なぜかというと、建物の本体の償却年数が非常に長い。ＲＣ造り、鉄骨造りでし

たか、一部ＲＣでしたね。あれを建てた年代でいうと、60年の償却年限になります。

それを内装工事も一緒に入れて60年の償却資産じゃ、とってもじゃないけれどもやってい

けない。そうすると、内装工事を恐らく、これは仕様にもよって違うんですが、短いもので

５年、長いものでも７年ぐらいで見るのかと思います。これは税法上の話です。現実にもや

はりクロスあたりも７年もたつと張りかえないと不快感がある。そうなってきますと、豪華

な設備ではなくなってくるわけです。

先ほどの答弁ですと、豪華な設備が売り物で営業展開をしているんだということになって

いますので、内装工事を今築７年、８年だから12年たちます。もう既に２回目の内装工事を

やらなければならない時期に来ているかと思いますが、そういった感覚はお持ちの上で営業

してましたでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 客室の修繕関係でございますけれども、畳につきまして

は、約４年で入れかえておりますが、クロスにつきましては、建設当時のままでございます。

貴重なご意見として検討させていただきます。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 建設当時のまま、なかんずく清掃業務委託ということで、かつての

業者が掃除をした段階で私そこにも立ち会った記憶があるんですが、非常にずぼらな掃除を

していて、いわゆる雑巾ずれを落としてくる。見るもみじめなんです。仮にそれがなかった

としても、もう12年ですから、それなりの傷みは出ていて、せんだってもちょっと拝見しま

したが、これでは客商売には至らない。お金を払ってあそこにいく気にはならない。これが

現実の話なんです。にもかかわらず、ここなんです。豪華な設備が売り物だというこの営業

姿勢がある、反省すべき点はどこなのか、利益を論ずる前のことだと思いますが、町長に考

えを伺っておきます。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） なかなかずっと厳しい営業をやっておりますので、その辺までちょっ
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と目が至らなかったということだったかと思います。ただ、豪華な設備等々の問題でござい

ますけれども、やはり国民宿舎として総合的なものを支配人としても目指しておったと私な

りには感じております。例えば食事にしても接客にしても、その辺のところにはそれぞれ目

を一生懸命配っていたのではなかろうかと思っております。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 個別な費用に目を移しますと、それなりに大きい金額がある。経営

というのは、この削減努力がまず必要かと思いますが、ひとつの例を言えれば賃借料726万

円、この中で一番大きいのが国有地の借り上げ高と、私は想像しているところなんですが、

こういった部分についての削減努力というのはどの程度の頻度で行われているんでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 賃借料でございますが、賃借料の中にはリース料と賃借

料の分に要してございます。リースにつきましては、フロントの会計システムとかからおけ

システム、省エネシステムなどがございまして、それ以外の賃借料の中では国から借りてお

りますカッター乗り場の部分、それから運動場、その他の部分がございます。運動場の部分

につきましては、年額174万6,400円ということでございますが、賃借料の中の一番大きな

ところでございます。こちらにつきましては、借り入れ当初は270万程度のものがあったと

思いますが、見直しの際に森林管理所におきましても見直しをしていただきまして、当初よ

りも大分下がっているという状況でございます。また議会でもこの辺の賃借料についてご指

摘いただいておりますので、森林管理所にもそういった内容をお伝えしてございます。

以上です。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） というような論議をするのに、いいですか、この予定損益計算書、

この明細がきちっと提示される、その中で初めて論議だと思うんです。そのために簿記があ

る。いいですか。町長が予算のために必要だからじゃないんですね。経営分析をするから、

その情報を議会も共有で持つということだと思うんですね。

そういった中で、そうしますと、さらに水道局の光熱水費1,100万円ほどあります。電気

料は契約形態において電気料が変わるということで改善の余地が過去ありました。そのほか

に削減の努力はどのようにしていますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 光熱水費の1,134万円でございます。こちらの内容は電
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灯電気料となります。一般的に電気料の節約というふうなことになるかと思います。具体的

に指示してございますのは、お客様がいないときにはできるだけ電気を消す、またお客様が

いるときにも、例えば朝日の差しているときには不要な電気は消す、また逆に、夜お客様が

ラウンジでお過ごしのときには電気をつけるというふうな、そういった細かな電気の点灯に

ついては指示してございます。

また、大きな部分では、電気料のピークを抑えるということで、できるだけピークを抑え

て、契約の電気料を下げるというふうな努力もしております。また、省エネとしまして、デ

マンドを導入しまして、そのピークの電力に近くなってきたときには自動的にファンを切る

とか、お客様に特に直接影響しないようなところを切るようなシステムを入れておりまして、

対応しております。

また、電気料の中でも熱暖房関係の電気料もあるわけですけれども、電気料については夜

間電力で暖房を支出しておりますし､そういった日常のこまめな電気料の節約をしておりま

す。

また、冬の期間につきましては、お客さんがいらっしゃらない、予約がない時点で、３日

間継続してお客様がいないようなときには休館日としまして、燃料費も含めての節約をこと

しは実施しております。

以上です。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 大分的外れな答弁をいただきましたので、これは切りがないので。

その中で、さっきも言いましたように、簿記というのは経営の全体を把握するために、こ

こが第一目標であるわけですが、そうしますと、一番問題になるところの他会計補助金とい

う形での一部収支で、一部資本でという型になります。これをなぜこういう形で処理をしな

ければいけないのか伺っておきます。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 他会計補助金の振り分けについてのご質問だと思います

が、収益的収入、いわゆる損益計算書に影響する部分でございますが、そちらの予算書で申

しますと、14ページになります。こちらでは、営業収益並びに営業費用というふうな形で営

業の部分がまず出ておりますが、その中にも減価償却費4,060万円、資産減耗費10万円とい

うことで、実際お金は動かないんですが、費用としては計上される部分があります。そうい

ったものと、また営業外費用の中では企業債の利息分が費用として計上してございますが、
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そういった部分の補てんをお願いをする意味から３条予算、いわゆる損益計算書の収益的収

入で他会計補助金を入れる額が必要かと思います。

また、資本的収入につきましては、資金繰りの点で現在当年度の未処理欠損金が8,600万

という多額な金額があるわけですが、こちら8,600万円の欠損金があるということはどこか

でそれを補てんをしているわけですが、それが借り入れをしたり、計算上では内部留保資金

があったり、行政の未払いがあったりというふうなことでやっているわけですが、そういっ

た資金繰りの部分では固定資産の方で４条予算の方で補助金として繰り入れをしまして、資

本剰余金ということで計上してございます。

こちらを、例えば４条の資本的収入だけに繰り入れをするというふうなことになりますと、

損益計算書での欠損金がどんどん増えていきまして、バランスシートの中では剰余金の中に

また計上されますので、また剰余金の額自体は変わってこないんですが、損益計算書として

は欠損金が大きく膨らむというふうな状況になります。現在は、その損益計算書もできるだ

け欠損金を減らしていくというような考えでございますので、どうぞ３条の方への繰り入れ

もぜひともご理解いただければと思います。

以上です。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 新館建設からに限って言えば、当時13億円ほどの借り入れがあった、

これが資本的収入になった。その返済に対して、資金が足りなくなったから一般会計から補

助をもらうと、あるいは一般会計から資本的収入として前年度も今年度も4,200万ほど、こ

れなんか考え方として我々の許容範囲を超えるんです。

いいですか。お金が足りなくなった、この事実は否定しません。経営の実態を把握するた

めには、いいですか、累積債務としてそこに積み重ねている、吾妻荘の経営実態がこれだけ

借金がたまったんですよという形でだれが見ても把握できるようにする、これが簿記の要点

だと思います。企業会計ということは、そういうことを要求しているんだと思います。公営

企業法でも補助もできるけれども、借入金もできるという形になっています。他の企業会計

から、あるいは一般会計からの借入金という形でももちろんこれが処理ができると思うんで

す。会計と金額が同じであっても、簿記という形から見ると、累積債務として債務残高が増

していくという形が実態を把握するんだと思います。そういった考え方はないでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） ご指摘の点なんですが、費用の中で減価償却費、また歳
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入の利息も見ておりますので、現状の予算の見方でもらうのが適当だと考えております。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） そうしますと、私の言っている意味がよくわからないような感じな

んですが、いいですか、そうすると、資本的収入のところで本年度この予算4,240万円あり

ます。そうするとこれは一般会計から出資をしたということになるのかと思いますが、そう

いった解釈でよろしいんですか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 予算ですので、11ページでご説明いたしますけれども、

こちら公営企業会計のこういう組み方をしているということで、日本全国同じやり方でやっ

ておる組織です。こちらに４の資本金等ございますが、（２）借り入れ資本金というところ

が企業債でございまして、５の剰余金、こちらが資本剰余金ということで、資本に組み込ま

れる他会計補助金ということでございます。こちらに他会計補助金が入ってきております。

こちらの４条予算に入れるということはこの資本に組み込むということで理解しております。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） そうすると、こういう形でやりますと、13億円の建物を建てて、今

期末に28億円の資本があるという形になります。この解釈でよろしいんですか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

（発言する者あり）

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） そうすると質問を変えます。いいですか、資本的収入ということで、

当初企業債として13億円を借り入れた。これをどういうふうに言いましょうかね、私もかつ

てこういうのを処理したことあるんですが、会計処理上、資本金という概念がないから、こ

れを資本的収入ということになります。それの返済に基づいて金銭が不足した場合に、一般

会計から資本的収入という形で入れて、それで返済に充てる、そういった概念もわからなく

はないんです。

ただ、ここなんですね。収益的勘定の方に5,600万ほど補助金として入ります。これがな

ぜ補助金なのか、これを累積債務として継続的に積み上げていくと。新館建設のときからで

結構です。そして吾妻荘が今これだけの債務残高があるんですよ。町民にわかるように資料

を提示する、これが簿記の第一目標とするところだと思うんですが、そういった概念ありま

すか。
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○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 損益計算書におきましては、5,600万ということでお願

いをしておりますが、こちらにつきましては、単年度での経常利益、経常損失のところに影

響するもので、補助金として繰り入れをしてございます。

なお、新館建設当時からということでございますが、前回の定例会議の際に総務常任委員

会に提出した資料でご説明いたしますが、平成10年から20年の今年度の見込みとしてでご

ざいますが、そちらでこの３条、４条あわせまして、補助金の繰入額が全体では10億5,000

万でございます。平成10年から20年までの間の起債の償還が12億1,900万でございます。４

条関係の建設改良にもガイキン工事とか幾つかの建設改良費が出ておりますので、そういっ

たものもあわせますと、４条関係では建設改良費と起債あわせまして12億4,000万というこ

とでご説明をしております。

これに対して、補助金の額が10億7,000万ということで、繰り入れた場合には、起債の償

還を約１億7,000万超える部分につきまして収益を上げているというふうなことになります。

ちなみに、平成10年から20年の見込みとしては、大体9,000万円の収益が生まれております。

こちらはどこでどういう形でというふうな論議もあろうかと思いますが、補助金の繰り入れ

につきましては、４条、３条関係なく、年額というのは決算書にもご提示しておりますし、

こちらでも把握しております。

以上です。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） なかなか要を得ない答弁なので、私も何を質問したか忘れちゃうよ

うな。

そうしますと、せっかく11ページ今開いてもらってますので、いいですか、吾妻荘の経営

実態が負債総額、これが3,600万で済んでいる、この帳面から見るとそういうふうになりま

すので、それで間違いないでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） そうでございます。

○議長（菅谷光重君） 10番、大図議員。

○１０番（大図広海君） 果たしてその言葉を町民が信じますでしょうか。いいですか、記帳

というのは、実態を把握するためにある。吾妻荘の負債総額が3,600万で済んでいるのが実

態ですか。ここに問題点があるんです。
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いいですか。だから、吾妻荘の経営が至らなかったために、一般会計からこれだけ持ち出

しがありますと。新館建設のときからで結構です。累積がこれだけたまっていますというこ

となんだと思いますよ。それが正しい記帳なんだと思います。経営が把握できるのが記帳な

んです。住民がこのいわゆる貸借対照表と損益計算書を見て、うん、そういうことかと納得

ができる部分が必要なんだと思いますよ。地方公営企業法もそう記帳することに何ら妨げが

ないように感じられますが。そういった概念はお持ちですか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 公営企業の建物を建てるときには議決を経て建設される

わけですけれども、そういった建設改良などのために企業債を借り入れる、こういった行為

につきましては、通常の営業とは別に、資本の部に繰り入れて、それが公営企業であるから

資本の方に繰り入れるというふうなルールがあります。

負債の部につきましては、単年度の収益の状況を見るためには、負債の部で現在資金がど

のくらい足らないかというのをごらんいただけるかと思いますが、資本の部に特に企業債の

借り入れなどを入れるということにつきましては、企業債、また他会計からの補助金も含め

まして、民間の企業会計におきましては、こちらは社債とか長期借入金として固定負債、上

の負債の部の、ここには流動負債しかございませんが、別に固定負債というところで整理し

ていると思いますが、公営企業においては企業債等の建設改良の財源として必ず起債を借り

て建物を建てるというふうな、そういう議決を経てやっておりますので、そういった重要性

をかんがみてみまして、自己資本金へ繰り入れるという、そういう会計処理が公営企業では

されております。公営企業の会計として全国どこの公営企業でも実施しております。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） 時間も時間でございますけれども、端的にお願いしたいと思いますが、

町長、副町長答弁結構でございます。主に支配人に質問させていただきますが、まず、支配

人になって何年になりますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 12月で７年目に入っております。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） 支配人としての役目は何だと思いますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。
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○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 特に規定されているということではなく、私の個人的な

考え方を申しますと、吾妻荘の経営をできるだけ効率的に進め、収益を上げていく、またご

利用いただいているお客様方にできるだけ質のいいサービスを提供するというようなことで

考えております。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） 立派な答弁だと思います。

それではお聞きしたいと思いますけれども、営業は積極的にされますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 営業活動につきましては、大きく一般のご利用者、また

は町民のご利用者、それから近年ではグランドゴルフの利用者ということで実施しておりま

す。グランドゴルフの利用者につきましては、19年度比較しまして、20年度は500人増えま

して、5,100人ご利用いただいておりますが、グランドゴルフの大会などにつきましては、

極力直接お邪魔をして、県の大会のところで営業しております。また、直接営業員も配置を

しております。

それから、一般の方につきましては、特に近年インターネットの活用が多くなっておりま

すので、インターネットの充実ということで現在は取り組んでおります。こういう機会です

から宣伝させていただきますが、３月24日から群馬県の８施設が共同してホームページを立

ち上げまして、毎日ブログの更新をして現在取り組んでございます。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） 立派な答弁ですね。

それではお聞きしますけれども、町長より昨年多分指定管理者等の話が議会でも出たわけ

ですから、支配人に対して何らかの指示があったと思われますけれども、指示ございました

か。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 先ほど町長からご説明いたしましたが、６月の議会での

機構改革について否決されたというふうな、そういう経緯の中で、企画課が指定管理につい

てて取り組みをするというような、当時はそういうお話があったわけですけれども、町長か

らは特に指定管理関係につきましては、そのときのお話として吾妻荘は吾妻荘のことをしっ

かりやって、指定管理については今後企画課の中で検討をしていくというような、当時のお

話ですけれども、ございました。それ以降につきましては、総務委員会でもご説明をしてお
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りますけれども、指定管理についての取り組みは吾妻荘としては事務としては進めてござい

ません。

○議長（菅谷光重君） 質疑の途中でありますが、ここで休憩をとります。

再開を１時といたします。

（午前１1時５９分）

────────────────────────────────────────────

○議長（菅谷光重君） ただいまより再開をいたします。

（午後 １時００分）

────────────────────────────────────────────

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） それでは、引き続き支配人に質問させていただきます。

先ほど町長より支配人に対し、昨年何らかの指定管理者等の指示等がなかったという答弁

だったと思いますが、私はちょっと信じられないんですね。本会議のときでも、現場の方に

は指示したというふうにおっしゃっていたのも聞いておりますし、正式に指示はあったかど

うかは別としても、考えてくれぐらいの指示はあったのかなと思いますが、もう一度答弁を

お願いできますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 先ほども申し上げましたけれども、６月から８月にかけ

ての時期のお話ですけれども、当然９月の議会までには何らかの、例えば検討会議とか何ら

かのそれで検討していくための組織づくりも必要かと思っておりまして、そういった中で指

定管理者などについて検討していくべきではないかと思いまして、それにつきまして、町長

のところへご相談に参りました。そのときに、既に８月になっていたかと思いますが、先ほ

ど申し上げましたように、そういった部分については別の課でするので、吾妻荘ではそちら

の方は一切しなくてよいからというお話をいただきましたので、私はそういうふうに理解し

ておりました。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。
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○２番（竹渕博行君） じゃ具体的な指示はなかったと。あったんだけれども、保留的な返事

だったというふうな感覚でおとりしてよろしいですね。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） ニュアンス的には、私はそれはまた別な課で検討するの

で吾妻荘ではそれについては検討しなくてよいというご指示をいただきましたので、吾妻荘

側としては９月の議会にも委員会の中で申し上げましたが、検討については吾妻荘ではやっ

ておりませんというご報告をしております。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） じゃ支配人の方から検討に入ったらどうかというような提案をしにい

ったんだけれども、そういう結果になったというふうにとらえておきます。

じゃ質問変えます。支配人にお聞きしますけれども、このまま町営で行った場合の利点、

不利点、それと指定管理者になった場合の利点、不利点等が考えられると思います。７年支

配人やっておられますので、端的にその辺がお答えできれば答弁をお願いします。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 榛名吾妻荘の直営のままでいくか、指定管理者を導入し

た中での直営でいくか、いずれにいたしましても、まだ正式な検討に入っておりませんので、

私の個人的な意見としてとらえていただければと思いますが、ただいまのご質問の町営で行

った場合の利点、不利点ということにつきましては、町営ということですので、建設当時は

起債を借り入れができたというふうなことでやっております。公設ということで環境省の指

導もあったわけですが、そういった環境省の指導も平成15年に廃止されまして、民間の指定

管理業者にも出せるようになったわけです。

利点としましては、一般のお客様からは公設でやっているところの安心感、また、全国に

140あります国民宿舎も同様なんですが、国民宿舎という名前についても大分愛着を持って

いらっしゃる方もいらっしゃると思います。もしそれ町営じゃなくなった場合は、国民宿舎

という看板が外されるわけですけれども、そういった部分では民間になりますので、具体的

には税金面での対応も違ってくるかと思います。

指定管理につきましては、指定管理をされている国民宿舎は全体の中でも大きく分けます

と、全くの民間の方が指定管理を受けている。国民宿舎と公社、第三セクターなどのところ

で運営しているところ、また直営のままでやっているところというような形で大きく分けら

れますけれども、最近の話では、指定管理に全く民間の業者さんがとった場合に、かなり指
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定管理では料金を安く設定してありますので、そういったに中で収益が上がらないという、

始めてみたけれども収益が上がらないので、違約金を払ってでも１年早く終わりにしたいと

いうようなことも聞いております。

また、固定資産関係では、仮に３年間の指定管理とした場合には、そこでは修繕のものに

対しての考え方、先ほど大図議員さんからもご指摘いただきましたけれども、クロスの張り

かえをじゃ町の予算でやるのか、業者がやるのか、これは修繕費ではないかというような、

そういった部分もやりとりがあって、３年の管理が２年で終わりにして、次の業者が見つか

らなかったためにまた直営に戻ったというような、そういった宿舎もございます。

県内で申し上げますと、指定管理、尾瀬ロッジが今回村内の業者さんが指定管理を受けた

わけですけれども、12月議会で提案された内容がちょっと時期が短過ぎて、一たん検討の時

間が少ないという理由で一たん否決になりましたけれども、また４月からは実施するという

ふうな状況があります。

県内では、指定管理をもう既に始めているのは裏妙義、これは安中市にありますが、裏妙

義、それから上野村にやまびこ荘とヴィラせせらぎがありますが、こちら上野振興公社が実

施しております。高山村はプラネットわらび荘がございますが、こちらは埼玉にある指定管

理業者がやっております。それぞれの施設によりまして形態も変わりますので、指定管理に

ついての利点、いい点、悪い点、いろんな部分につきましては、単純に申し上げられないよ

うなところがあるかなという認識でおります。今後はそういった部分も深く研究をしていけ

ればと思っております。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） ありがとうございます。答弁難しくて、わかったんだかわかりません

けれども、ちょっと次に入らせていただきますけれども、支配人、国民宿舎といえども、一

種のサービス業だと思いますが、サービス業というのをどういうふうにとらえていますでし

ょうか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 榛名吾妻荘における国民宿舎事業としては、こちらも条

例にも出ておりますけれども、第一義的には住民へのサービスというふうなことがあるかと

思います。

また一般的な宿泊施設としてのサービスという部分では、自分たちがふだん生活している

場所から離れたところへお金をかけていらっしゃるわけですから、そういった部分でのふだ
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んとはまた違った思い出をつくっていただくと、そういった手助けをできればと思っており

ます。

一般的なサービス業という部分でのことについては、ちょっと全体的な部分でどういうこ

とを聞いていらっしゃるかはっきりわかりませんが、吾妻荘の経営の中での考え方は以上の

とおりです。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） ありがとうございます。大体支配人の感覚というんですか、わかった

ような気がします。要は、管理者は町長になるわけですけれども、支配人はどちらかといえ

ば毎日行っているわけですから社長ですよね、ある意味。お金も当然管理しているわけです

し、話を聞いておりますと、答弁が別に間違っているわけじゃないんですが、感覚的に一銭

でも多く稼ごうと、サービスという精紳はやはり接客対応、先ほど支配人がおっしゃったよ

うに、お客様にいかにいい気持ちで帰っていただけるか、またいい気持ちで過ごしていてい

ただけるのか、そういう中でいかにお金をいただくか、ここの部分がやはり欠けているのか

なというふうに気がしております。

やはり７年いらっしゃるわけですから、町の重役です。そういう中でやはり積極的に町長

に対していい取り組み方があるのであれば、もっともっと積極的に提案していくという働き

がなかったのかなと。ただし、今回事業課という中で課長という内示を支配人はいただいて

いると、町長から大変信頼をまた受けているという人ですから、今後うまくやっていくのか

なというふうに思いますが、実は私も所管でございませんが、個人的に吾妻荘を調査してお

ります。この議会では、あえてそれには触れませんが、１つだけちょっとお聞きしたいなと

いうふうに思っております。

支配人の方で、年間通しての取り組みでイベント等ございますね。イルミネーションの送

迎、そしてまたマグロ解体ショーですか、新しく取り組まれておると思いますけれども、マ

グロ解体ショーが終わった折に、夜コンパニオン上げてドンちゃん騒ぎしたと、これが正し

いかどうかわかりませんが、そういう情報も入っているわけですが、その辺の収益性という

のはどういうふうになっていますか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 今のコンパニオンの話ですけれども、1月の違う週にご

予約をいただいたお客様に、マグロ解体ショーの方に日にちを変更していただいて、その日

にお泊りいただいたわけですけれども、マグロの解体ショーの中ではコンパニオンもちろん
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上げていませんし、そちらのご利用いただいている年ニ、三回コンパニオン上げて12月とか

新年会、歓送迎会などでご利用いただいてる方なんですが、そのグループでコンパニオンを

上げてそちらから支払いをしております。マグロでコンパニオン上げたということではあり

ません。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） その辺、こちらとしても資料がそこまで深く調べられませんので、一

応確認したということでご了承いただきたいなと思いますが、できればそういうふうにとら

えられないように、勘違いされないようにしていただきたいというふうに思います。

まだたくさんいろいろあるんですが、要は赤字を出した原因というのは、当然その集客率

が落ちたということは紛れもない事実でありますし、それに対して何だかんだ言うつもりは

ございませんけれども、やはり収益を上げるためにビール１本でも余計に出すという力が働

かないんだということなんですよ。今のやり方ですと。それはもう十分支配人はご存じのは

ずなんですね。それを７年やっておる。

結果的にどんなことがあろうと、赤字が出てしまうと。そういう中でまた事業課の課長で

すか、そこの席につくということが、私にとってみれば、今回の予算とちょっと関係ありま

せんが、関連としてちょっと聞いていただきたいんですが、信じられない。そういうふうに

思っております。やはり町の重役ですから、それなりの責任はとるべきだと私は思います。

この辺については答弁は結構でございます。

そうすれば、昨年１年、やはり何らかの形で支配人として検討もされなかったというよう

な形でよろしいでしょうか。指定管理者については検討もされなかったということでよろし

いですか。ちょっと確認させていただきます。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） 個人的な部分ではなく、組織的な意味合いでございます

けれども、吾妻荘では指定管理者制度の検討には正式には入っておりません。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） これで最後になります。話を聞いていると、要はこのまま直営で行か

なければ困るというような、そんなようにもちょっと聞き取れるんですが、何かそんなよう

な要因というのはあるんですか。

○議長（菅谷光重君） 榛名吾妻荘支配人。

○榛名吾妻荘支配人（富沢美昭君） その部分につきましては、全く検討に入っておりません
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ので、ちょっとお答えはしかねます。

○議長（菅谷光重君） ２番、竹渕議員。

○２番（竹渕博行君） 結構です。以上で終わります。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

13番、橋爪議員。

○１３番（橋爪英夫君） ちょっと確認で何点かお聞きしたいと思います。

私は、この吾妻荘の関係についてかかわり合いというか、こういうあれになったのは平成

17年の11月の議員の合併懇談会のときに、当時の町長さんに吾妻荘の話を聞こうと思った

ら、いや、起債を１億ずつ何年返せばそれでいいんだよということでけられてしまいました

けれども、そういう中で何年か過ぎてきて、今の現状は非常に経営も大変で泥沼化してきて

おると、このままずるずるいったんじゃ大変だという状況であります。

町の一般会計の大事なお金を使うわけでありますから、オギャーと産まれた子どもは、す

ぐ関係してくる、非常に住民のサービスにも影響する今後問題かなとつくづく思っている次

第であります。そんなことで、午前中から各議員がご質問してお話を聞きましたけれども、

利用者の関係でも一般の利用者、町民の利用者、グランドゴルフが五千何名とかインターネ

ットの利用による営業とか、こういうものでもってお客さんを待っている状況は、今現在で

はなかなか難しい時代なのかなと思っております。

そういう中で、あるお話を聞きましたけれども、職員の中でも法事を吾妻荘で行ったとい

うお話も聞きました。これも１つの方法でなるほどなと私も思ったわけでありますけれども、

とにかくいかなる場合においても利用していただいて収益を上げていくということを本気で

皆で考えていかないと、これはなかなか大変な状況だということは、もう社会そのものが今

大変な状況でありますから、思うわけであります。

そんなことで、町長、先ほどの答弁の中でも、早ければ６月ごろには提案できるかという

お話がありましたけれども、今後どのような方法で６月をめどに早ければご提案というもの

がどういうものか、今の状況で結構でございますけれども、まずお聞かせいただきたい。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 今回のこの修整の議案をつくるに当たりまして、さて、前回のときに

指摘をされた指定管理、どの程度のスピードで行けるものだろうかということは、我々の間

でも議論になりました。早くても８月というような指定管理のある程度の要綱をつくって、

皆さんに相談ができるのが８月ぐらいではなかろうか、９月の議会で議決をしていただくま
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では難しいだろうという話、そして12月のときに業者設定で議決をお願いができるだろうか

というような、そういったかなりアバウトな論議ではありますけれども、そういった形では

やってまいりました。

ただ、やはり少しでも早くという気持ちが私に６月議会というところには出ております。

そのときには議会としてということじゃなくて、皆様にご相談申し上げるという、そういう

意味でございます。全員協議会のところで我々が検討した結果が、大体こんなような形にな

りましたであるとか、費用がどうであるとか、そういったような形のものがその程度のとこ

ろでは相談を申し上げることができるのではないか。

先ほど青柳議員の町民の中であるとか有識者であるとか、そういった形のコンセンサスを

得るというのは、どの時点でどうやればよろしいか、要するに指定管理に対する事務手続と

いうものと、そういった全体を取り巻く方々にご理解をいただくであるとかという作業は並

行して進めていくんだろうとは思っているんですが、先ほど申し上げたように、かなり時間

がかかるという想定を我々もしてましたが、６月には相談をできる段取りにはしたいという

のが私の今現在の気持ちでございます。

○議長（菅谷光重君） 13番、橋爪議員。

○１３番（橋爪英夫君） とにかく１年空回りというか、してきたわけでありますので、その

辺を含めて町長、残り任期が１年というところで非常に厳しい問題だと思うんですね。その

辺のところを加味して、町長の本腰を入れた姿勢が今ここで声として出てこないと、私も判

断に苦しむという状況であります。

そういう中で、やはり新しい事業課ができて、事業課長を中心にやるのか、その辺のとこ

ろの職員体制をどういうふうにやるのか、今の現状で結構ですけれども、その辺をちょっと

お聞かせください。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） やはりこういった全体的な問題でございますので、企画が正しいかと

思います。そこの中で実務的な問題が当然事業課の中で検討するということで、これはやは

り企画と事業課のところでよくお互いに切磋琢磨をした中で検討していくというのが正しい

と思っています。

○議長（菅谷光重君） 13番、橋爪議員。

○１３番（橋爪英夫君） 私も事業課長だけの問題でなくて、やはり管理職全体の皆さんが本

気になってこの辺のところを取り組んでいただいて、やはり町長を中心にその辺のところを
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してもらわないと前進していかないかなと思いますので、ぜひその辺のところをお願いでき

ればと思います。

それから、宣伝の中で、今上毛新聞で見ると、クラス会の写真がよく載りますけれども、

温泉地に行ってもどこどこの温泉でクラス会をやったとか、こういうものがあるわけであり

ます。我が町でも二百何名の職員がいるわけですから、こういう動く広告塔として、職員の

皆様が本気になってこういうもののクラス会の誘致を、誘致というか、あったらぜひ頼むと

か、そういうものの展開なんというのはいかがなものか、町長。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） 課長会議等でも随分その辺はお願いをしたりやっておるつもりであり

ますけれども、再度もう１回、やはり二百何十名、それから臨時さんまで入れると三百何十

名ということになります。ぜひともその辺のもう一度この形態をどういうふうにするという

のとは別の形で、いつでもそれに対しては努力していくつもりでございます。議会の方々も

ぜひご利用いただければありがたいと思います。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

12番、上田議員。

○１２番（上田 智君） 質問はやめようかななんというふうに思っていたんですが、ただい

ま町長さんの答弁の中で、内容検討については企画でやっていきたいというようなお話があ

ったんですが、それでは何のために機構改革で事業課というもので、そこに課長さん初め,

次長さんがここに含まれているのかというのをちょっと説明願えればというふうに思ってお

ります。全く内容検討にはそこに値しない課であれば、そういうものは不必要かなというふ

うに私なりには答弁の内容で思ったことなんですが、いかがでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） この事業課も当然参画します。企画と事業課でよく検討をするように

というふうに申し上げました。

○議長（菅谷光重君） 12番、上田議員。

○１２番（上田 智君） ともにやるということで答弁があったわけなんですが、できれば私

とすればこの予算計画については、あくまでも経営感覚的のない数字合わせの予算としか私

なりでは受け取れません。そんな中で、早急に先ほども町長が幾度となく答弁をしているわ

けなんですが、早急にほかの方に移行するなり、そういう検討会を設けていただく、ただし

執行部だけでなくて、この問題については議会でももちろん、皆さんと協議する場を設けて
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もらってやっていかないと解決はできないというふうに私なりには思っておりますので、６

月ということでなくても、早急に立ち上げていただいて、検討に入ってもらうというふうに

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（菅谷光重君） 町長。

○町長（茂木伸一君） どうもありがとうございます。なるべく早くやりたいと思います。

○議長（菅谷光重君） 12番、上田議員。

○１２番（上田 智君） それともう１つ言っておきたいんですが、同僚議員からも質問があ

りましたとおり、吾妻荘は昭和37年ごろからですか、39年ですかね、から始まって、私も

若干携わったことはあるんですけれども、その中から非常に景気等がコストダウンをして今

の現状に至ったということは重々知ってはいますけれども、とにかく返すものは返さなくち

ゃならないというものは私どもでも認識はしていると思います。

そんな中で、経営的なセンス、こういったものが非常に持ち合わせをしていないというの

が今までの感覚だったと思います。これからは移行する、また直営でやる、いずれにしても

そういうセンスがないと経営は行き詰ることは必至だと思います。ぜひその辺も町長、頭に

よく入れて早急に検討をしていただくようにお願いを申し上げます。これは答えは結構でご

ざいます。

○議長（菅谷光重君） ほかに。

（発言する者なし）

○議長（菅谷光重君） ほかに質疑もないようですので、質疑を打ち切ります。

討論を行います。

（発言する者なし）

○議長（菅谷光重君） 討論なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１号 平成21年度東吾妻町国民宿舎事業会計予算案について、

賛成の方は起立願います。

（起立少数）

○議長（菅谷光重君） 起立少数。

したがって、本件は否決されました。

────────────────────────────────────────────
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○議長（菅谷光重君） お諮りいたします。会議規則第45条の規定に基づき、本会議の結果、

その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任された

いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（菅谷光重君） 異議なしと認めます。

したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に一任することに決定をいたしまし

た。

お諮りいたします。本臨時会に付された事件はすべて終了いたしました。したがって、会

議規則第7条の規定により、これをもって閉会したいと思います。これにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（菅谷光重君） 異議なしと認めます。

したがって、本臨時会はこれをもって閉会することに決定をいたしました。

────────────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（菅谷光重君） これをもって、本日の会議を閉じ、平成21年第２回臨時会を閉会いた

します。

大変にご苦労さまでございました。ありがとうございました。

（午後 １時３５分）
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